
有料老人ホームの開設手続
※この手続で審査対象とするのは「有料老人ホーム専用スペース」に限ります。

有料老人ホーム併設する通所介護、訪問介護その他の介護保険サービス事業所がある場合は、

設置住所地を所管する保健福祉事務所又は市町村に御確認ください。

それぞれの整備①介護付 介護専用型

計画に基づき公（要介護者の

募実施原則として、有 み入居）

事前協議 設置届料老人ホームの

職員が直接介護 市部は各市で選定混合型

（自立＋要介 【県（介護高齢課）で手続】サービスを提供 郡部は県保健福祉

で選定護者）

【県（介護高齢課）で手続】

②住宅型

市町村調整 事前協議 設置届入居者が選択した外部の

在宅サービスを利用

（市町村長の意見）

【県（介護高齢課）で手続】

③健康型

市町村調整 事前協議 設置届介護認定を受けたら退去

（市町村長の意見）

○公的な助成について

・ 建設に対する補助金制度なし。

・ 介護付き有料老人ホームのみ介護サービスの提供について介護保険制度による介護報酬が

得られる。

※療養型病床の有料老人ホームへの転換にあたっては、交付金あり。


